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伊丹市下水道ウォーターＰＰＰ事業 

事業契約書 

１．事業名 伊丹市下水道ウォーターＰＰＰ事業 

２．事業場所 伊丹市内全域 

３．契約期間 自契約成立日 

至令和１９年３月３１日 

４．契約金額 金           円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金       円） 

（各事業年度の内訳は別記内訳書のとおり。なお、別紙５（サービス対価の

支払方法及び改定方法）に従って、精算対象とされているサービス対価につ

いては、当該規定に従った金額の支払とする。） 

５．契約保証金 第８条（契約の保証）に定めるとおり。 

６．支払条件 第１０章 （サービス対価の支払等）に定めるとおり。 

 

 

上記の事業について、伊丹市上下水道局（以下「甲」という。）と●●（以下「乙」とい

う。）は、各々の対等な立場における合意に基づいて別紙の条項によって公正な契約（以下

「事業契約」という。）を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

事業契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自１通を

保有する。 

 

令和●年●月●日 

 

（甲） 

 

所在地 伊丹市昆陽１丁目１番地２ 

名 称 伊丹市上下水道局 

     

代表者 伊丹市上下水道事業管理者 大西 俊己 

 

（乙） 

 

所在地 ●●●● 

名 称 ●●●● 

代表者 ●●●● 

 

 



  

【別記内訳書】 

 

支払期 

 
サービス対価
【A-1、A-2】 

 
 

統括管理業務 

 
サービス対価
【B-1、B-2】 

 
 

日常的維持 
管理業務 

 
サービス対価
【C-1、C-2、
C-3、C-4】 

 
計画的維持 
管理業務 

 
サービス対価
【D-1、D-2】 

 
 

設計等に 
関する業務 

 

計 

令和９年度      

令和10年度      

令和11年度      

令和12年度      

令和13年度      

令和14年度      

令和15年度      

令和16年度      

令和17年度      

令和18年度      

計      
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第１章 総則 

 （用語の解釈） 

第１条 事業契約において用いる語句は、本文中において特に明示するもの及び文脈上別異に解す

べきものを除き、別紙１（定義集）において定める意義を有する。 

２ 事業契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、事業契約の各条項の解釈に影

響を与えるものではない。 

３ 事業契約で規定する法令等につき、改正又はこれらに替わる新たな法令等の制定が行われた場

合には、当該改正又は制定後の法令等が事業契約に適用される。 

 （公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第２条 乙は、本件施設が下水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に

あたっては、その趣旨を尊重するものとする。 

２ 甲は、本事業が、民間の経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を

尊重することにより、下水道事業を効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、

その趣旨を尊重するものとする。 

 （事業契約等） 

第３条 事業契約は、要求水準書、募集要項等及び提案書（以下「要求水準書等」という。）と一

体の契約であり、これらはいずれも事業契約の一部を構成する。事業契約の規定に基づき、甲と

乙の間で別途締結される契約は、いずれも事業契約の一部を構成する。 

２ 事業契約、要求水準書、募集要項等及び提案書の内容に矛盾又は齟齬がある場合は、この順に

優先して適用される。ただし、提案書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その

限りにおいて提案書が要求水準書に優先する。 

３ 甲が要求水準書等に基づき書類の受理、通知、立会い、承諾を行い、又は説明若しくは報告を

求めたことを以て、甲が乙の責任において行うべき本事業の一部又は全部について責任を負担す

るものと解釈してはならない。 

 （本事業の実施） 

第４条 本事業は、次の各号に掲げる業務により構成される。 

（１） 統括管理業務 

（２） 日常的維持管理業務 

ア 管路施設清掃業務 

イ 住民対応業務 

（３） 計画的維持管理業務 

ア 管路施設修繕業務 

イ 管路施設点検業務（法定点検） 

ウ 管路施設点検業務 

エ 管路施設調査業務 

（４） 設計等に関する業務 
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ア 管路施設ストックマネジメント計画（第１回）（第２回）策定業務 

イ 管路施設改築設計業務（第１回）（第２回） 

２ 乙は、要求水準書等に従い、別紙２（事業日程）に定める事業日程により、前項各号に掲げ

る本事業の業務を実施する。 

３ 乙は、本事業を実施するにあたり、適用される全ての法令等を遵守するとともに、善良な管理

者の注意を以て、本事業を実施しなければならない。 

４ 【ＪＶを組成する場合】共同企業体たる乙を構成する各当事者は、乙の事業契約上の債務につ

き連帯して責任を負うものとする。 

 （甲の責任負担） 

第５条 本事業に伴う下水道法（昭和33年法律第79号）上の責任のうち、本契約に基づき乙が負担

すべき義務及び責任を除くものについては、甲が自らの責任と負担においてこれを負う。 

２ 甲は、本件施設の改築又は新たな設備の導入等を乙と協議の上で実施することができる。甲は、

かかる改築又は新たな設備の導入等に起因して乙に発生する本事業の実施に要する追加費用（又

は費用の減少）について、サービス対価の変更を行うものとする。 

３ 前二項に定めるほか、甲及び乙の責任負担は要求水準書等に定めるところによる。 

 （資金調達） 

第６条 本事業の実施に関する一切の費用は、事業契約に別段の定めがある場合を除き全て乙が負

担し、本事業の実施に要する乙の資金調達は、全て乙の責任において行う。 

２ 乙は、事業契約に別段の定めがある場合を除き、前項に定める資金調達にかかる金利変動によ

る追加費用が生じた場合は、当該追加費用を負担する。 

 （公租公課の負担） 

第７条 乙は、事業契約に別段の定めがある場合を除き、本事業に関連して乙に生じる一切の租税

を負担する。 

２ 甲は、乙に対し、事業契約の定めに従い、サービス対価にかかる消費税及び地方消費税（以下

「消費税等」という。）の支払債務を負担する。 

 （契約の保証） 

第８条 乙は、事業契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付し、本事業期間

が終了するまでの間これを維持しなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保

証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。 

（１） 契約保証金の納付 

（２） 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３） 事業契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認

める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第

184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証 

（４） 事業契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

（５） 事業契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額（以下、「保証の額」という。）

は、事業期間中各年度のサービス対価相当額（消費税等を含む。）の10分の１以上としなければ
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ならない。 

３ 乙は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）であって、当該履行保証保険契

約の相手方が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保険

証券を寄託したものとみなす。 

４ 乙が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第７３条

（乙事由による解除）第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するもの

でなければならない。 

５ 第１項の規定により、乙が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契

約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付

したときは、契約保証金の納付を免除する。 

６ 事業契約の規定に基づくサービス対価の変更又は改定が生じた場合、保証の額が変更又は改定

後の事業期間中各年度のサービス対価相当額（消費税等を含む。）の10分の１に達するまで、甲

は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。 

 （本件施設の契約不適合責任等） 

第９条 本件施設について事業開始日時点における重大な契約不適合（当該施設において法令等上

又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる契約不適合であって、募集要項等甲が優

先交渉権者に開示した資料及び事業契約締結前に優先交渉権者又は乙が知り得た情報から合理的

に予測することのできないものに限る。なお、経年劣化は契約不適合に該当しない。以下この条

において同じ。）が発見された場合、乙は、甲に対し、当該契約不適合の甲による修繕の実施に

加え、当該契約不適合に起因して乙に発生する本事業の実施に要する追加費用の負担を請求する

ことができる。 

２ 乙は、契約不適合を知った時から１年以内（以下この条において「契約不適合責任期間」とい

う。）でなければ、第１項の契約不適合を理由とした追加費用の請求（以下この条において「請

求」という。）をすることができない。 

３ 前項の請求は、具体的な契約不適合の内容、請求する追加費用の算定の根拠等当該請求の根拠

を示して、甲に第１項の負担を求める意思を明確に告げることで行う。 

４ 乙が契約不適合責任期間の内に第１項の契約不適合を知り、その旨を甲に通知した場合におい

て、乙が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求をしたときは、契約不

適合責任期間の内に請求をしたものとみなす。 

５ 契約不適合責任期間の経過後において、本件施設について事業開始日時点における契約不適合

が発見された場合には、甲は当該契約不適合のうち、本事業の範囲内で修繕により対応可能なも

のに限り修繕を行うものとする。 

６ 前項の規定にかかわらず、当該契約不適合が、修繕によって本件施設の機能回復又は安全性の

確保が困難であり、改築又は更新に相当する工事を要するものと認められる場合には、当該契約

不適合への対応は、本契約に基づく本事業の範囲には含まれないものとする。 

７ 前項に該当する場合において、乙は、甲の要請に応じて、当該契約不適合に関する技術的助言、

応急措置の検討、更新又は改築に係る計画立案若しくは技術的検討への協力その他必要な支援を

行うものとする。 

８ 当該契約不適合について、甲が施工業者、製造業者、業務受託者その他の第三者（以下「工事

請負業者等」という。）に対して契約に基づく損害賠償請求を行うことができる場合、甲は、乙
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の要請に応じて、当該請求を行うものとする。 

９ 甲は、当該契約不適合に起因して甲が工事請負業者等から実際に補償金を受領した場合には、

当該受領した金額から甲に生じた固有の損害及び費用等（当該契約不適合に直接起因するものに

限る。）を控除した残額の限度で、当該契約不適合に起因して乙に発生する本事業の実施に要す

る追加費用を負担する。 

１０ 乙は、甲の要請に応じて、前各項に基づく対応及び工事請負業者等に対する請求に関し、こ

れに最大限協力しなければならない。 

１１ 甲は、第２項及び事業契約に別段の定めがある場合を除き、契約不適合責任期間経過後に本

件施設について契約不適合が発見された場合、これらの契約不適合については一切責任を負わな

い。 

 （国庫補助金等） 

第１０条 乙は、甲による本事業に係る起債、交付金又は国庫補助金（交付金、国庫補助金を併せ

て又は個別に、以下「国庫補助金等」という。）の申請について、書類作成等への支援を行うも

のとし、甲が本事業を対象とした会計実地検査を受けることになった場合の検査対応のための書

類作成や、検査当日の応援等についても協力するものとする。 

２ 別紙３（国庫補助対象業務）に示す本事業における国庫補助対象業務にかかる国庫補助金等の

要望額に対して国の予算の配分額が相違する場合においては、当該国庫補助対象業務に要する費

用は、当該国の予算の配分額をもとに算出された額とする。この場合において、甲は、乙と協議

のうえ、当該国庫補助対象業務の内容を、国庫補助金等にかかる国の予算の配分額に合わせた

内容とし、乙は、これに異議を述べない。なお、この項に基づく国庫補助対象業務の調整に起因

した要求水準の未達は乙の責めに帰すべき事由によらないものとし、これに起因して追加で発生

する費用は、甲がこれを負担する。 

３ 国庫補助金等にかかる制度が変更される場合においては、甲と乙は、協議の上本契約の継続等

に向けた措置を講ずる。 

 （甲が実施する業務との調整等） 

第１１条 乙は、本事業に関連して甲がその責任及び費用において行う本件施設に係る業務、その

他甲が管理するその他の施設の維持管理等又は関連工事と、本業務が密接に関連する場合におい

て、甲が必要であると認めるときは、スケジュールの調整その他甲の実施する業務に対して協力

し、便宜を提供しなければならない。 

２ 前項の協力及び便宜の提供に要する費用は、乙の負担とする。 

３ 乙は、本事業の管路施設改築設計業務の成果物に基づき別途甲が発注する工事について、当該

工事の元請けとして受注することができないものとし、甲による当該工事の発注に係る競争性、

公平性及び透明性の確保に必要な措置を講じるものとする。ただし、特命随意契約である場合は、

この限りでない。 

 （成果物の契約不適合責任） 

第１２条 甲は、甲の確認を得た設計等に関する業務の成果物に種類又は品質に関して要求水準書

等の内容に適合しないもの（以下この条において「契約不適合」という。）があるときは、乙

に対し、当該成果物の修補による履行の追完を請求し、又は履行の追完に代えて若しくは履行の

追完とともに損害の賠償を請求することができる。 
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２ 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法

と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の

追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて別紙６（サービス対価の減額措置）に示す

サービス対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

催告をすることなく、直ちにサービス対価の減額を請求することができる。 

（１） 履行の追完が不能であるとき。 

（２） 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３） 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその

時期を経過したとき。 

（４） 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける

見込みがないことが明らかであるとき。 

４ 甲は、契約不適合を知った時から１年以内（以下この条において「契約不適合責任期間」とい

う。）でなければ、第１項の請求（以下この条において「本件請求」という。）をすることがで

きない。 

５ 本件請求は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求の根拠を示

して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

６ 甲が契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が当該通知から１年が経過す

る日までに前項に規定する方法による本件請求をしたときは、当該本件請求は適法に行われたも

のとみなす。 

７ 甲は、本件請求を行ったときは、当該本件請求の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時

効の範囲で、当該本件請求以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

８ 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、

契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。 

９ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

１０ 甲は、成果物の確認の際に契約不適合があることを知ったときは、第４項の定めにかかわら

ず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する本件請求をすることはできな

い。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 

１１ 成果物の契約不適合が要求水準書及び募集要項等の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状

により生じたものであるときは、甲は、当該契約不適合を理由として、本件請求をすることがで

きない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを

通知しなかったときは、この限りでない。 

第２章 本事業全体に係る事項 

第１節 本事業の体制及び計画 

 （本事業の体制） 

第１３条 乙は、事業契約締結後速やかに、要求水準書等に基づき、本事業の実施体制を整備し、

統括管理業務及びその他の各業務項目（「日常的維持管理業務」、「計画的維持管理業務」、
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「設計等に関する業務」）に対し、当該業務を統括し適切な履行を管理する責任者として、統括

管理者と各業務の責任者を配置し、甲に通知し、甲の確認を受けなければならない。また、甲の

確認を受けた本事業の実施体制、統括管理者その他各業務の責任者を変更したときも同様とする。

なお、統括管理者とその他各業務の「責任者」は兼務できるものとする。 

２ 統括管理者は、事業契約の履行に関し、本事業の業務全体の管理及び統括を行うほか、サービ

ス対価の変更、請求及び受領、第２９条（統括管理者等の変更）の請求の受理、第３０条（監督

員の変更）の請求、通知の受理並びに事業契約の解除にかかる権限を除き、事業契約に基づく業

務に関する一切の権限を行使することができる。 

３ 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを統括管理者に委任せず、自

ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければなら

ない。 

 （監督員） 

第１４条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知する。また、監督員を変更した場合

も同様とする。 

２ 監督員は、事業契約の他の条項に定めるもの及び事業契約に基づく甲の権限とされる事項のう

ち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。 

（１） 本事業を実施する上で必要な乙又は乙の統括管理者に対する業務に関する指示。 

（２） 事業契約、要求水準書、その他関係書類の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に

対する承諾又は回答。 

（３） 本事業の履行に関する乙又は乙の統括管理者との協議。 

（４） 本事業の進捗の確認、照合その他契約の履行状況の調査及び改善通告。 

（５） モニタリングの実施及び通知。 

３ 前項の規定に基づく監督員の指示、承諾、確認又は通知は、原則として、書面により行わなけ

ればならない。 

４ 事業契約に定める書面の提出は、監督員を経由して行う。この場合においては、監督員に到達

した日をもって、甲に到達したものとみなす。 

 （事業実施計画書） 

第１５条 乙は、本事業の実施に関する基本的な重要事項を定めた第Ⅰ期事業実施計画書を策定し、

甲と協議の上、事業開始日の30日前までに甲の承諾を得なければならない。 

２ 前項の第Ⅰ期事業実施計画書は、事業開始日から第Ⅰ期事業期間の終了日までの期間を対象と

する。 

３ 乙は、第Ⅰ期事業期間終了日の30日前までに、本事業の実施に関する基本的な重要事項を定め

た第Ⅱ期事業実施計画書を策定し、甲と協議の上、第Ⅱ期事業開始日の前までに甲の承諾を得な

ければならない。 

４ 前項の第Ⅱ期事業実施計画書は、第Ⅱ期事業開始日から第Ⅱ期事業期間の終了日までの期間を

対象とする。 

５ 乙は、第Ⅱ期事業期間終了日の30日前までに、本事業の実施に関する基本的な重要事項を定め

た第Ⅲ期事業実施計画書を策定し、甲と協議の上、第Ⅲ期事業開始日の前までに甲の承諾を得な

ければならない。 

６ 前項の第Ⅲ期事業実施計画書は、第Ⅲ期事業開始日から本事業期間の終了日までの期間を対象
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とする。 

７ 乙は、第Ⅰ期、第Ⅱ期、第Ⅲ期事業実施計画書（以下、総称して又は個別に「事業実施計画書」

という。）の内容等に変更が生じる場合、甲に変更の申し出を行わなければならない。ただし、

当該変更が軽微な場合は、この限りではない。 

８ 甲は、前項の申し出を受けたときは、当該事業実施計画書の内容及び費用等の変更について、

乙と協議するものとする。 

９ 乙は、前項の協議の結果により当該事業実施計画書を変更し、変更した事業実施計画書につい

て甲の承諾を得なければならない。 

 （年間事業実施計画書） 

第１６条 乙は、各事業年度の開始日の30日前までに、事業実施計画書に基づき、要求水準書に定

める事項を含む当該事業年度における具体的な業務実施の詳細を定めた年間事業実施計画書を策

定し、甲と協議の上、当該事業年度開始日の前までに甲の承諾を得なければならない。 

 （月間事業実施計画書） 

第１７条 乙は、年間事業実施計画書に基づき、当該月の計画を把握できる月間事業実施計画書を

作成し、当該月の開始日前に、甲に提出し、その承諾を得なければならない。 

 （事業実施計画書等の修正） 

第１８条 甲は、第１５条に基づく事業実施計画書、第１６条に基づく年間事業実施計画書、第１

７条に基づく月間事業実施計画書（以下「事業実施計画書等」という。）が不適当であると認め

る場合は、その事由を明らかにし、かつ、期日を指定した上で、乙に対し、その変更若しくは修

正又は再提出を請求することができる。 

２ 乙は、甲から前項の請求があったときは、当該事業実施計画書等について変更若しくは修正し

又は再提出し、甲の承諾を得なければならない。 

３ 乙が期日までに、当該事業実施計画書等の変更若しくは修正又は再提出をしなかった場合は、

要求水準の未達として、第５４条（サービス対価の支払い停止及び減額）に定める措置を適用す

る。 

 （緊急時の対応・支援等に関する事項） 

第１９条 乙は、事業開始日の30日前までに、天災又は本件施設に重大な支障が生じた場合などの

緊急事態が発生した場合に備えて、緊急時における対応・支援等に関する事項を事業実施計画書

に記載し、甲の承諾を得なければならない。 

２ 乙は、緊急事態が発生した場合は、事業実施計画書に定める緊急時の対応、支援に関する事項

に従い、必要な対応を行うとともに、速やかに甲に連絡しなければならない。 

３ 乙は、緊急事態の対応に対して万全を図るため、第１項の内容を必要に応じて適宜改訂しなけ

ればならない。 

４ 乙は、前項の改訂を行ったときは、速やかに甲に届出て、その承諾を得なければならない。 

 （セルフモニタリング実施計画書） 

第２０条 乙は、事業開始日の30日前までに、モニタリング基本計画書に基づき、本事業の実施に関

するセルフモニタリング実施計画書を作成して甲に提出し、甲と協議の上、事業開始日の前まで
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に甲の承諾を得なければならない。 

 （移行提案） 

第２１条 本事業は、要求水準書に記載のとおり第Ⅱ期事業期間終了後仕様発注から性能発注へ移

行するものとし、遅くとも、令和15年度までに検討し、令和16年度以降、原則として性能発注へ

移行するものとする。 

２ 乙は、前項の移行に係る甲に対する提案のために、甲と事前協議を実施して前提条件を整理し

た上で、性能発注への移行に係る提案書を作成して甲に提出し、甲の承諾を得るものとする。 

３ 甲は、前項の規定による性能発注への移行に係る提案書の提出があったときは、要求水準書の

要件を満たすか審査し、その結果を乙に通知する。 

４ 前項の審査の結果、甲が乙の性能発注への移行に係る提案書を承諾したときは、甲は、必要に

応じて要求水準書を変更する。 

５ 性能発注への移行後は、本契約に別段の定めのある場合を除き、性能発注に移行した本業務の

実施に必要な一切の手段等は乙の責任において定めるものとする。 

６ 乙が、本業務について、第１項の期限までに性能発注への移行を行わない業務がある場合、同

期限までに、乙は、当該業務につき性能発注に移行できない理由等を記載した理由書を作成し、

甲に提出しなければならない。 

第２節 本事業の実施 

 （本事業の開始条件） 

第２２条 乙は、事業開始日までに次に掲げる条件をすべて充足し、かかる充足をもって、本事業

を開始する。 

（１） 第１３条（本事業の体制）第１項に基づく通知を行っていること。  

（２） 第１５条（事業実施計画書）に基づく第Ⅰ期事業実施計画書について甲の承諾を得てい

ること。 

（３） 第２０条（セルフモニタリング実施計画書）に基づくセルフモニタリング実施計画書に

ついて甲の承諾を得ていること。 

（４） 第２４条（必要な契約の締結）第２項に従い、業務委託請負先との間で本事業の各業務

に関する業務委託請負契約が締結され、当該契約書の写しが甲に提出されていること。 

（５） 第２５条（乙による許認可等の取得等）第１項に基づく許認可等が取得されていること。 

（６） 第２６条（保険の付保等）に定める、本事業について必要となる保険の付保が完了して

いること。 

（７） 第３８条（事業開始に伴う業務引継ぎ等）に基づく引継ぎ等が完了していること。 

（８） 第５８条（乙による誓約事項）第１項に定める各書類が甲に提出されていること。 

（９） 甲が必要と認める場合には、第９２条（金融機関等との協議）に定める甲と金融機関等

との間の協定書が締結されていること。 

（１０） 【ＳＰＣを設立する場合】基本協定書第４条（SPCの設立）に定める履歴事項全部証明書、

定款の原本証明付き写し及び代表印の印鑑証明書が甲に提出されていること。 

（１１） 乙に事業契約に対する重大な義務違反がないこと。 

２ 乙が事業開始日までに本事業の開始条件を充足できず、乙による本事業の実施に遅延が発生し

た場合（ただし、当該未充足について乙の責めに帰すべき事由がない場合を除く。）、甲
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は、当該遅延期間中に乙が行うべき業務の実施に関し甲において生じた費用を乙に請求すること

ができる。 

 （本事業の実施） 

第２３条 乙は、本事業期間中、事業契約に別段の定めがある場合を除き、要求水準書等に定める

条件に従い、自らの責任及び費用負担において、本事業を実施しなければならない。 

第３節 必要な契約等の締結 

 （必要な契約の締結） 

第２４条 乙は、構成員外委託禁止業務を構成員以外の第三者に委託し又は請け負わせてはならな

い。 

２ 乙は、要求水準書等に従い、本事業の各業務に着手する日までに、当該各業務にかかる業務委

託請負先との間で業務委託請負契約を締結し、当該契約の締結後速やかに当該契約書の写しを甲

に提出する。 

３ 乙は、第１項に基づき各業務の全部又は一部を業務委託請負先に対して委託し又は請け負わせ

る場合、暴力団又は暴力団員等のいずれかに該当する者その他甲が不適切と認める者に対しては

委託せず又は請け負わせてはならず、業務委託請負先をして、暴力団又は暴力団員等のいずれか

に該当する者その他甲が不適切と認める者に対しては再委託をさせず又は下請負をさせてはなら

ない。 

４ 乙は、第３項に基づく業務委託請負先への委託又は請負に関する一切の責任を負い、業務委託

請負先の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして乙が責任を負う。 

 （乙による許認可等の取得等） 

第２５条 本事業を実施するために必要となる一切の許認可等は、乙が取得して維持し、又は作成

して提出する。 

２ 乙は、本事業を実施するために必要となる許認可等の取得若しくは維持又は届出若しくは報告

に関する責任及び費用（許認可等取得の遅延から生じる追加費用を含む。）を負担する。ただし、

その遅延が甲の責めに帰すべき事由による場合には、甲がその責任及び損害を負担する。 

３ 甲は、乙が甲に対して書面により要請した場合、第１項に定める乙による許認可等の取得若し

くは維持又は届出若しくは報告について、法令等の範囲内において必要に応じて協力する。 

４ 乙は、第１項に定める許認可等の原本又は届出若しくは報告の写しを保管し、許認可等の原本

証明付きの写し又は届出若しくは報告の写しを甲に提出する。 

 （保険の付保等） 

第２６条 乙は、自ら又は業務委託請負先をして、別紙４（乙が付す保険）の定めるところにより、

自らの責任及び費用負担により、本事業の実施に必要な保険に加入し又は加入させなければなら

ない。 

２ 乙は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、前項による保険に関する証券及び保険約款

（特約がある場合には、当該特約に関する書類を含む。）又はこれらに代わるものを、それらの

保険契約締結後直ちに甲に提示し、原本証明付き写しを提出しなければならない。 
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第３章 適正業務の確保 

 （要求水準を満たす業務の実施） 

第２７条 乙は、事業契約に別段の定めがある場合を除き、自らの責任及び費用負担において、要

求水準書等に従い要求水準を満たす方法により、本事業を実施する。 

 （要求水準の変更） 

第２８条 甲は、本事業期間中に次の各号に掲げる事由が発生した場合、要求水準書を変更するこ

とができる。ただし、甲は、あらかじめ乙に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、

乙と協議を行わなければならない。 

（１） 法令改正により本事業の業務内容を著しく変更せざるを得ないとき。 

（２） 災害、事故等により、特別な本事業の業務内容が必要なとき又は本事業の業務内容を著

しく変更したとき。 

（３） 甲の事由等により本事業の業務内容の変更が必要なとき。 

３ 前項の要求水準書の変更に起因して乙に発生する本事業の実施に要する追加費用及び損害の負

担は、かかる要求水準書の変更が(1)法令改正による場合は第６５条（法令改正による追加費用

及び損害の負担）に従い、(2)税制等が改正され又は制定されたことによる場合は第６６条（税

制改正）に従い、(3)不可抗力による場合は、第６８条（不可抗力による追加費用及び損害の負

担）に従い、(4)前記(1)から(3)以外の場合であって、甲の事由による場合は甲が、乙の事由に

よる場合は乙が、それぞれ負担する。 

４ この条に基づく要求水準書の変更により乙の本事業の実施に要する費用が減少する場合には、

当該費用相当額については甲の帰属とする。 

 （統括管理者等の変更） 

第２９条 甲は、本事業期間中において、統括管理者又は各業務の責任者がその職務の執行につき

著しく不適当と認められるときは、乙に対し、その理由を明示した書面により、当該管理者又は

責任者の変更を要請することができる。 

２ 乙は、前項に規定する要請を受けたときは、速やかに新たな当該要請にかかる責任者等を選出

し、甲に届け出なければならない。 

３ 乙は、本事業期間中において、統括管理者又は各業務の責任者を変更する必要が生じたときは、

要求水準書に定めるところに従って、当該管理者又は責任者を変更することができる。 

 （監督員の変更） 

第３０条 乙は、監督員がその職務の執行が不適当と認められるときは、甲に対し、その理由を明

らかにして、必要な措置を請求することができる。 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求にかかる事項について決定し、その結

果について請求を受理した日から10日以内に乙に通知しなければならない。 

 （業務の報告） 

第３１条 乙は、事業実施計画書、年間事業実施計画書、月間事業実施計画書に基づき実施した業

務について、報告書を作成し、甲に提出しなければならない。 
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２ 事業実施計画に対する報告書は、要求水準書で規定する事項を含むものとしなければならない。 

３ 事業実施計画に対する報告書に記載する事項については、前項の規定による他、甲と乙の協議

により定めるものとする。 

４ 乙は、事業実施計画書に基づき実施した業務にかかる報告書を当該事業期間終了後７日以内に、

年間事業実施計画書に基づき実施した業務にかかる報告書を当該年度終了後７日以内に、月間事

業実施計画書に基づき実施した業務にかかる報告書を当該月終了後７日以内に、甲に提出しなけ

ればならない。 

 （セルフモニタリング） 

第３２条 乙は、モニタリング基本計画書及びセルフモニタリング実施計画書の定めに従い、セル

フモニタリングを行い、セルフモニタリング実施報告書を所定の期限までに又は甲の請求に従っ

て随時、甲に提出する。 

 （甲による実績評価） 

第３３条 甲は、乙からセルフモニタリング実施報告書その他の報告書が提出された場合、要求水

準書、モニタリング基本計画書及びモニタリング実施計画書の定めに従い、本事業の実施内容が

要求水準を満たしているか否か、また、提案書に基づき適正かつ確実に遂行されているか否かを

確認する。乙は、要求水準書、モニタリング基本計画書及びモニタリング実施計画書の定めに従

い、かかる確認に必要な協力を行う。 

２ 甲は、前項による他、必要と認めたときは、乙に対して事前に通知することなく、現地調査等

により、本事業の実施状況を確認することができ、乙は、甲の求めに応じて、甲の確認に立会い、

本事業の実施状況を説明し、又は書類を提出するなど、かかる確認に必要な協力を行う。 

３ 甲は、前条（セルフモニタリング）のセルフモニタリング、第１項の実績評価及び前項の確認

により、乙の実施する業務につき要求水準の未達があると判断した場合、要求水準書及びモニタ

リング基本計画書の定めに従って、乙に対し、改善措置をとることを求めることができる。 

４ 乙は、前項の場合、要求水準書及びモニタリング基本計画書に従った改善計画の作成、改善措

置の実施等を行わなければならない。 

 （中間総合評価の実施） 

第３４条 甲は、第Ⅰ期事業期間及び第Ⅱ期事業期間を通じた乙の本事業の履行状況について、第

３１条の規定により提出された報告書及び第３２条の規定により提出されたセルフモニタリング

実施報告書等に基づき、事業契約の継続の有無も含めて、総合的に評価（以下「中間総合評価」

という。）を行う。 

２ 甲は、中間総合評価を第Ⅰ期事業期間終了日及び第Ⅱ期事業期間終了日の７日前までに実施し、

その結果を速やかに乙に通知する。 

３ 前項の結果、著しく評価が低く、若しくは本契約の目的を達成することが極めて難しいことが

明らかなときは、第７３条（乙事由による解除）第１項第１１号の定めに従う。 

 （財務情報等の報告） 

第３５条 【ＳＰＣを設立する場合】乙は、各事業年度の会社法に定める計算書類、事業報告、附

属明細書のほか、監査報告、会計監査報告を、各事業年度の終了後３ヶ月以内に甲に報告しなけ

ればならない。【ＪＶを組成する場合】乙は、乙を構成する各当事者の各事業年度の会社法に定
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める計算書類等を、その各事業年度の終了後３カ月以内に甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、本事業期間中、本事業の財務情報に関し甲が必要と認めて（甲の公有財産台帳の整理

等のため必要があるときを含む。）報告を求めた事項について、遅滞なく甲に報告しなければ

ならない。 

第４章 業務準備期間の業務 

 （業務準備期間中の業務） 

第３６条 乙は、事業契約に別段の定めがある場合を除き、自らの責任及び費用負担において、要

求水準書等に従い要求水準を満たす方法により、業務準備期間中の業務を実施し、これを完了さ

せなければならない。 

２ 甲は、乙が実施する業務準備期間中の業務に対するサービス対価の支払は行わない。 

 （事業開始に伴う本件施設の確認及び使用） 

第３７条 乙は、乙の申出により、契約締結日の翌日から業務準備期間終了日までの間において、

本件施設の性状、規格、機能、数量等について、甲の承諾を得て確認することができる。この確

認の方法等は、甲と乙の協議により定める。なお、本件施設の確認にかかる費用は、各自これを

負担する。 

２ 乙は、本件施設について、善良なる管理者の注意を以って、これを使用し、又は保存し、若し

くは管理しなければならない。 

 （事業開始に伴う業務引継ぎ等） 

第３８条 乙は、自らの費用負担により、契約締結日の翌日から事業開始日までに、甲又は甲の指

定する者から、本事業実施に必要な業務引継ぎ等を受けなければならない。なお、業務引継ぎ等

の内容等については、要求水準書に定めるところによる。 

２ 甲は、乙が本事業実施に合理的に必要とし、甲が保有する書類、データ、本件施設の状況等

（以下「本件施設の情報等」という。）を、乙に適切に開示するものとする。 

３ 乙は、本事業実施上必要となる本件施設の情報等を十分に把握し、本件施設の習熟に努める。 

４ 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は第１項に規定する乙による業務引継ぎ等は行わな

いことができる。 

（１） 業務引継ぎ等の必要がない事由を乙が書面で提出し、これを甲が認めたとき。 

（２） 甲が、本件施設に関する乙による業務引継ぎ等が必要ないと認めたとき。 

第５章 統括管理業務 

 （統括管理業務の実施） 

第３９条 乙は、本契約に基づき、要求水準書等及び事業実施計画書等に従い、本事業全体を統括

し、各業務が相互に整合し、かつ円滑に実施されるよう、統括管理業務を実施する義務を負う。 

 （統括管理業務の内容） 
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第４０条 統括管理業務は次に掲げる業務により構成されるものとする。 

（１） 各種業務のマネジメント（業務全般の統括管理） 

（２） 事業実施計画書及び報告書の作成 

（３） 安全・危機管理、技術管理、環境対策、地域貢献 

（４） 伊丹市下水道ストックマネジメント計画の進捗管理と分析 

（５） 情報管理 

（６） モニタリング 

（７） その他関連業務 

第６章 日常的維持管理業務 

 （日常的維持管理業務の実施） 

第４１条 乙は、本契約に基づき、要求水準書等事業実施計画書等に従い、本件施設の機能を継続

的に維持するため、日常的維持管理業務を実施する義務を負う。 

 （日常的維持管理業務の内容） 

第４２条 日常的維持管理業務は、次に掲げる業務により構成されるものとする。 

（１） 管路施設清掃業務 

（２） 住民対応業務 

（３） 前各号に附帯する業務 

第７章 計画的維持管理業務 

 （計画的維持管理業務の実施） 

第４３条 乙は、本契約に基づき、要求水準書等及び事業実施計画書等に従い、本件施設の中長期

的な健全性及び機能を確保するために、計画的維持管理業務を実施しなければならない。 

 （計画的維持管理業務の内容） 

第４４条 計画的維持管理業務は、次に掲げる業務により構成されるものとする。 

（１） 管路施設修繕業務 

（２） 管路施設点検業務（法定点検） 

（３） 管路施設点検業務 

（４） 管路施設調査業務 

（５） 前各号に附帯する業務 

第８章 設計等に関する業務 

 （設計等に関する業務の実施） 

第４５条 乙は、本契約に基づき、要求水準書等及び事業実施計画書等に従い、本件施設の改築又
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は更新に係る判断及び事業実施に資するために、設計等に関する業務を一体的に実施する義務を

負う。 

２ 本業務には、改築又は更新に係る工事の施工は含まない。 

３ 乙は、改築工事の施工結果について直接の責任を負うものではない。ただし、乙の故意又は重

大な過失により甲に損害が生じた場合は、この限りでない。 

 （設計等に関する業務の内容） 

第４６条 設計等に関する業務は、次に掲げる業務により構成されるものとする。なお、乙は、以

下の各号の業務を相互に連携させ、改築更新の計画的かつ効率的な推進に資するものとする。 

（１） 管路施設ストックマネジメント計画（第１回）（第２回）策定業務 

（２） 管路施設改築設計業務（第１回）（第２回） 

（３） 前各号に附帯する業務 

 （管路施設ストックマネジメント計画策定業務） 

第４７条 乙は、本契約に基づき、要求水準書等及び事業実施計画書等に従い、長期的視点で下水

道施設全体の今後の老朽化の進捗状況を考慮し、リスク評価等による優先順位付けを行ったうえ

で、施設の点検・調査、修繕・改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適化すること

を目的として、管路施設ストックマネジメント計画策定業務を実施するものとする。 

２ 乙は、事業期間中、下に示す２回の管路施設ストックマネジメント計画を策定するものとする。 

（１） 伊丹市下水道ストックマネジメント計画（第１回） 

ア 策定時期     令和９年度 

イ 計画の対象期間  令和10年度～令和14年度の５年間 

（２） 伊丹市下水道ストックマネジメント計画（第２回） 

ア 策定時期  令和14年度 

イ 計画の対象期間  令和15年度～令和19年度の５年間 

３ 乙は、管路施設ストックマネジメント計画の策定にあたっては、甲と適宜協議を行い、甲の確

認を求める等、適切に業務を実施するものとする。 

４ 乙は、管路施設ストックマネジメント計画策定の完了後又はその他甲が必要と認めた場合、速

やかに、管路施設ストックマネジメント計画及びその他の要求水準書等が定める書類を甲に提出

して甲の承諾を得なければならない。 

 （管路施設改築設計業務） 

第４８条 乙は、要求水準書等及び事業実施計画書に従い、要求水準書に定める範囲の本件施設に

かかる管路施設改築設計業務を実施する。 

２ 乙は、事前調査を完了し、設計に着手するまでに、要求水準書等に従って検討事項をまとめ、

甲の承諾を得なければならない。 

３ 本事業用地の土壌汚染、埋蔵文化財又は地中埋設物の存在について、要求水準書等で規定され

ていなかったこと又は規定されていた事項が事実と異なっていたことが判明した場合、乙は、そ

の旨を直ちに甲に通知しなければならない。 

４ 本事業用地の土壌汚染、埋蔵文化財、地中埋設物又は地盤の状態に起因して乙に発生する設計

業務の実施に要する追加費用は、甲がこれを負担し、設計業務が遅延する場合には、甲は乙と協

議の上、対象となる業務の履行期限を変更できる。ただし、募集要項等甲が優先交渉権者に開示



15  

した資料又は優先交渉権者又は乙が知り得た情報から合理的に判断できる範囲の事業用地の土壌

汚染、埋蔵文化財、地中埋設物又は地盤の状態に起因する場合には、この限りでない。 

５ 乙は、事前調査の不備に起因して発生する一切の責任及び追加費用を負担する。 

６ 乙は、甲に対し、要求水準書等に従い、一定期間において進捗した設計の内容その他の設計及

びその関連業務の進捗状況に関し定期的に報告書を提出しなければならない。甲は、設計の内容

その他の設計及びその関連業務の進捗状況に関して、随時に、乙に対して説明を求めることがで

き、報告書その他の関連資料の提出を求めることができる。 

７ 乙は、事業実施計画書に従った部分毎に、要求水準書等に基づく設計の完了後又はその他甲が

必要と認めた場合、速やかに、設計図書その他の要求水準書等が定める書類を甲に提出して甲の

確認を受けなければならない。 

８ 甲は、乙から提出された設計図書が、法令、要求水準書等の規定に適合しないこと又は逸脱し

ていることが判明した場合は、設計図書の受領後遅滞なく当該箇所及びその内容を示すとともに、

相当の期間を定めてこれを是正するよう乙に対して求めることができる。この場合、乙は、速や

かに当該箇所を自らの費用負担で是正した設計図書を甲に提出し、甲の確認を受ける。 

９ 甲は、前二項に基づき乙から提出された設計図書を確認した結果、適当と認めた場合は、当該

設計図書を承諾する旨を乙に通知する。 

１０ 甲は、設計図書の内容の承諾の通知のみを理由として、乙の業務の実施に関して何らの責任

を負うものではない。 

１１ 設計図書の是正を要する箇所が要求水準書等の明示的な記載に従ったものであることが認め

られる場合で、甲の指示の不備、誤り又はその他の甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲

は、当該是正に起因して乙に発生する設計業務に要する追加費用及び損害を合理的な範囲で負担

する。ただし、乙が当該要求水準書等の記載が不適当であること又は甲の指示に不備、誤りがあ

ることを知りながら甲に異議を述べなかった場合は、この限りでない。 

１２ 乙は、設計図書の内容が改築工事の円滑な発注となるよう、発注条件、施工条件及び工程条

件を考慮して設計を行う。 

１３ 乙は、設計完了後においても、改築工事の施工段階において設計内容に関する技術的助言を

行う。 

第９章 緊急時対応 

 （臨機の措置） 

第４９条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じる。この場合に

おいて、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情が

あるときは、この限りでない。 

２ 前項ただし書きにおいて、臨機の措置を講じたときは、乙は、当該措置の内容を、甲に直ちに

通知する。 

３ 甲は、災害防止その他の業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の

措置を講じるよう請求することができる。 

４ 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用の

うち、要求水準書に定める本業務の範囲外であると認められる部分については、甲がこれを負担

するものとし、その額は、甲と乙の協議の上で定める。 
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 （緊急事態の指揮系統） 

第５０条 甲は、災害・事故等の緊急事態の発生又は発生のおそれが生じ、本事業の実施に甲の介

入が必要であると認めたときは、直ちに統括管理者にその旨を通知する。なおこの項の通知は、

緊急のときは書面によることを要せず、事後速やかに書面により通知する。 

２ 乙が前項の通知を受けたときは、統括管理者は、監督員又はその他の甲の職員の直接の指揮監

督に服し、乙の従事者等は、統括管理者を通じ、監督員又はその他の甲の職員の指示に従わなけ

ればならない。 

３ 他の下水道事業体又はその関連団体等から、甲に対して災害・事故その他の不可抗力の発生又

は発生のおそれを理由として協力要請がなされた場合は、甲は、統括管理者を通じて乙に当該協

力要請に応じることを指示することができる。この場合、乙は、実務上可能な範囲で、甲の指示

に従わなければならない。 

 （災害・事故発生時の費用負担） 

第５１条 前条（緊急事態の指揮系統）第２項の規定に従い、統括管理者及び乙の従事者等が甲の

指示に従ったことにより、要求水準書等に従った乙の業務に追加して生じた業務の費用は、甲の

負担とし、その額及び支払方法等は、甲と乙の協議の上で定める。 

第１０章 サービス対価の支払等 

 （サービス対価の支払） 
第５２条 甲は、乙による本事業の実施に要する費用を、別紙５（サービス対価の支払方法及び改

定方法）の定めに基づき、サービス対価として乙に支払う。 

 （サービス対価の変更） 

第５３条 前条の定めにかかわらず、サービス対価の支払額は、別紙５（サービス対価の支払方法

及び改定方法）に定めるところに従い変更される。 

２ 前項の定めにかかわらず、事業契約の規定に従い甲が乙に発生する本事業の実施に要する追加

費用及び損害を負担する場合において、甲は、当該追加費用及び損害の乙への直接支払又はサー

ビス対価の増額変更のいずれかを選択することができる。 

３ 前項の規定に基づきサービス対価の増額変更を行う場合、甲及び乙は、協議によりこれを定め

る。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が調わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 

 （サービス対価の支払い停止及び減額） 

第５４条 第５２条（サービス対価の支払）の定めにかかわらず、サービス対価の支払は、別紙６

（サービス対価の減額措置）に定めるところに従い減額される。 

 （サービス対価の返還） 

第５５条 サービス対価の支払後に、乙が甲に提出した当該サービス対価の支払の前提となる報告

書に虚偽の記載があることが判明したときは、乙は、甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲

が減額し得たサービス対価の相当額を返還しなければならない。 
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第１１章 プロフィットシェア 

 （プロフィットシェア） 

第５６条 乙は、別紙７（プロフィットシェア）の定めに従い、業務改善等を提案することができ

る。 

２ 甲は、要求水準書の変更を伴う手法等の導入による本事業に要する費用の減少について、別紙

７（プロフィットシェア）の定めに従い、サービス対価を減額することができる。 

第１２章 表明保証及び誓約 

 （乙による表明及び保証）【ＳＰＣを設立する場合】 

第５７条 乙は、事業契約の締結日現在において、甲に対して次の各号の事実を表明し、保証する。 

（１） 乙は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。 

（２） 乙は、事業契約を締結し、履行する完全な能力を有し、事業契約上の乙の義務は、法的

に有効かつ拘束力ある義務であり、乙に対して強制執行可能であること。 

（３） 乙が事業契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及び乙の定款、取締

役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。 

（４） 本事業を実施するために必要な乙の能力又は事業契約上の義務を履行するために必要な

乙の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査は、乙に対して係属してお

らず、乙の知る限りにおいてその見込みもないこと。 

（５） 事業契約の締結及び事業契約に基づく義務の履行は、乙に対して適用される全ての法令

等に違反せず、乙が当事者であり、若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず又

は乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。 

（６） 乙の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること。 

（７） 乙の資本金と資本準備金の合計額は●円であること。 

（８） 乙の定款に、各暦年の４月１日に始まり、翌年の３月31日に終了する１年間（乙の設立日を

含む年度にあたっては、設立日から次に到来する3月31日までの期間）を事業年度とする定

めがあること。 

 （乙による誓約事項） 

第５８条 乙は、事業契約の締結後速やかに（契約書については当該契約書の調印後速やかに）次

の各号に掲げる各書類の写しを甲に対して提出し、事業契約締結後本事業期間が終了するまでの

間、乙について次の各号に掲げる各書類の記載内容が変更された場合、変更後の書類の写しを甲

に提出しなければならない。 

（１） 定款【ＳＰＣを設立する場合】 

（２） 履歴事項全部証明書【ＳＰＣを設立する場合】 

（３） 印鑑証明書【ＳＰＣを設立する場合】 

（４） 本事業に関して、乙に融資等を行う金融機関等との間の次に掲げる契約書 

（５） 本事業に関する乙に対する融資等にかかる契約書 

（６） 乙が保有する資産及び乙の発行済株式に対する担保権設定にかかる契約書 
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（７） 事業契約その他甲と乙の間で締結された契約に基づく乙の契約上の地位及び権利に対す

る担保権設定にかかる契約書 

２ 乙は、事業契約締結後本事業期間が終了するまでの間、法令等及び事業契約の定めを遵守する

ほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 乙は、会社法に基づき設立された株式会社として存続すること。【ＳＰＣを設立する場

合】 

（２） 乙（乙が共同企業体の場合は乙を構成する各当事者。以下第３号及び第４号にて同じ。）

は、事業契約を締結し履行する完全な能力を有し、事業契約上の乙の義務が法的に有効かつ

拘束力ある義務であって乙に対して強制執行可能な義務として負担すること。 

（３） 乙が事業契約を締結し履行することにつき、日本国の法令及び乙の定款、取締役会規則

その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践すること。 

（４） 事業契約の締結及び事業契約に基づく義務の履行が、乙に対して適用される全ての法令

等に違反せず、乙が当事者であり若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず又は

乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないようにすること。 

（５） 乙の定款の目的を、本事業の遂行に限定すること。【ＳＰＣを設立する場合】 

（６） 乙は、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、資本金及び資本準備金の合計額を

●円以上に維持すること。【ＳＰＣを設立する場合】 

（７） 乙の定款に、各暦年の４月１日に始まり、翌年の３月31日に終了する１年間（乙の設立日を

含む年度にあたっては、設立日から次に到来する3月31日までの期間）を事業年度とする定め

を置くこと。【ＳＰＣを設立する場合】 

３ 乙は、事業契約締結後本事業期間が終了するまでの間、甲の事前の書面による承諾なくして、

次に掲げる行為を行ってはならない。【ＳＰＣを設立する場合】 

（１） 合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡、解散その他会社の基礎の変更 

（２） 議決権付株式の発行 

（３） 定款記載の目的の変更及び当該目的の範囲外の行為 

 （乙の株主の異動等）【ＳＰＣを設立する場合】 

第５９条 乙は、乙の株主に異動等があり、株主名簿の記載が変更された場合、直ちに甲に対して

最新の株主名簿の原本証明付き写しを提出し、甲の求めに応じてその他株主に関する情報を提供

する。 

２ 乙は、乙の株主が以下の各号に定める事由に該当することが判明したときは、その旨を甲に対

して速やかに通知しなければならない。この場合において、乙は、当該株主にかかる当該事由を

解消させ又は当該事由に該当しない他の株主に対しその保有株式を処分させる等して、速やかに

その状態を解消しなければならない。 

（１） 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがされていること又は民事再生法に基づく再

生手続開始の申立てがされていること。 

（２） 出資者保証書に違反して、甲の承諾を得ることなく乙の株式について処分を行ったこと。 

 （契約上の地位譲渡） 

第６０条 乙は、事業契約に別段の定めがある場合を除き、甲の事前の書面による承諾なくして、

事業契約その他甲と乙の間で締結された契約に基づく乙の契約上の地位及び権利義務につき、

譲渡、担保提供その他の処分（放棄を含む。）を行うことはできない。 
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２ 前項の定めにかかわらず、甲は、乙から、提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等

のために、事業契約その他甲と乙の間で締結された契約に基づく乙の契約上の地位及び権利に担

保権を設定することについての承諾の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関

する契約書の写しが甲に提出され、かつ、第９２条（金融機関等との協議）に基づく協定書が甲

と当該金融機関等との間で甲の合理的に満足する内容（相殺を含む甲の抗弁権が当該担保権の設

定及び実行の前後を問わず、担保権者に対抗できることを含む。）にて締結されているときは、

合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしない。 

 （乙の兼業禁止）【ＳＰＣを設立する場合】 

第６１条 乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、本事業にかかる業務以外の業務を行っては

ならない。 

２ 前項の定めにかかわらず、乙は、本事業期間中、事前の甲の承諾を得て、次の各号に掲げる業

務を実施することができる。 

（１） 伊丹市の他の公共施設における包括管理業務 

（２） 地方公共団体等が事業主体である水道事業、下水道事業及び工業用水道事業並びにこれ

らに類似する事業に関する業務 

３ 乙は、前項第２号に定める事業に関連して、地方公共団体等から協議を求められた場合、誠実

に対応しなければならない。 

４ 乙は、第２項に定める事業の実施に当たっては、本事業の継続に影響を与えないよう、リスク

回避措置を十分に講ずるとともに、必要な諸手続は乙の責任で行う。 

５ 第２項に定める事業にかかる一切の費用及び損害並びに当該事業に起因して乙に発生する本事

業の実施に要する追加費用及び損害は全て乙の負担とし、理由の如何を問わず、甲はこれらの

追加費用及び損害を負担しない。 

第１３章 責任及び損害等の分担 

 （責任及び損害等の分担原則） 

第６２条 乙は、事業契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施にかかる一切の責任を負

い、本事業において乙に生じた追加費用の発生その他損害又は損失については、全て乙が負担し、

甲はこれについて何ら責任を負担しない。 

２ 乙は、事業契約に別段の定めがある場合を除き、乙の本事業の実施に関する甲による承諾、確

認若しくは立会い又は乙からの甲に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる事業

契約上の乙の責任をも免れず、当該承諾、確認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理

由として、甲は何ら責任を負担しない。 

３ 事業契約に別段の定めある場合を除き、本事業の実施に関する一切の費用は、全て乙が負担す

る。 

４ 事業契約に別段の定めがある場合を除き、法令等に従って甲が実施義務を負う事業の実施に関

して甲の故意又は重大な過失（なお、法令改正自体はこれに該当しない。）に起因して乙に発生

する本事業の実施に要する追加費用及び損害は、甲がこれを負担する。 

 （反対運動及び訴訟等） 
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第６３条 甲が設定した条件に直接起因した近隣住民等の本事業に対する反対運動又は訴訟等によ

り、本事業期間の変更、本事業の中断若しくは延期又は本件施設に物理的な破損等が発生した場

合、かかる事象に起因して乙に発生する本事業の実施に要する追加費用及び損害は、甲がこれを

負担する。 

 （法令改正） 

第６４条 乙は、事業契約の締結後に法令改正により次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した

ことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面（以下この条において「法令改正通知」

という。）により、甲に対して直ちに通知する。 

（１） 要求水準書等に規定された条件に従って、本事業の全部又は一部を行うことができなく

なったとき。 

（２） 乙に本事業の実施に要する追加費用又は損害が発生するとき。 

３ 前項の場合において、甲は、乙に対し、法令改正による本事業への影響を調査するため、必要

な資料（法令改正に起因して発生した追加費用及び損害額についての資料を含む。）の提出を求

めることができる。また、甲は、法令改正により履行困難となった乙の事業契約上の義務の履行

を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、乙及び甲は、当該法令改正の

影響を早期に除去すべく、適切な対応手順に則り早急に対応措置をとり、法令改正により相手方

に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 

４ 甲及び乙は、法令改正通知があった場合又は甲が自ら法令改正が発生していると認識した場合、

当該法令改正に対応して本事業を継続するために必要となる要求水準書等に基づく権利義務の内

容の変更について協議する。ただし、当該法令改正に起因して乙に発生する本事業の実施に要す

る追加費用及び損害の負担については、次条の定めに従う。 

５ 前項の協議にかかわらず、変更された法令の公布日から60日以内に要求水準書等に基づく権利

義務の内容の変更について合意が成立しないときは、甲が法令改正に対する対応方法を乙に対し

て通知し、乙は、これに従い本事業の実施を継続するものとする。 

 （法令改正による追加費用及び損害の負担） 

第６５条 その他事業契約で別途定める場合を除き、法令改正に起因して乙に発生する本事業の実

施に要する追加費用及び損害は、乙の負担とする。ただし、関係法令改正により乙に発生する

本事業の実施に要する追加費用及び損害は、甲の負担とする。 

 （税制改正） 

第６６条 乙は、事業契約の締結後に本事業に影響を及ぼす税制の改正又は制定があったことを認

識した場合には、その内容の詳細を記載した書面（以下この条において「税制改正通知」とい

う。）により、甲に対して直ちに通知する。 

２ 前条（法令改正による追加費用及び損害の負担）の定めにかかわらず、甲及び乙は、税制改正

通知を相手方から受領し又は相手方に送付した場合には、次の各号に掲げる取扱いを原則として、

当該税制等の改正又は制定に対応するために速やかに追加費用の負担について協議する。 

（１） 乙の利益に課せられる税制の改正又は制定による追加費用は、乙の負担とする。 

（２） 前号に定める以外の税制の改正又は制定による追加費用は、甲の負担とする。ただし、

本事業の実施に直接関係するものに限るものとし、甲と乙の協議により定める。 

３ 前各項の定めにかかわらず、サービス対価にかかる消費税等の税率変更による追加費用につい
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ては甲の負担とする。 

 （不可抗力） 

第６７条 乙は、事業契約の締結後に、不可抗力により次の各号に掲げるいずれかの事由が発生し

たことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面（以下この条において「不可抗力通

知」という。）をもって、甲に対して直ちに通知するとともに、要求水準書に従い対応をしなけ

ればならない。ただし、緊急対応が必要な場合には、乙は、自らの判断により臨機の措置を取る

ことができ、かかる措置を取った後速やかに甲に報告することで足りる。 

（１） 要求水準書等に規定された条件に従って、本事業の全部又は一部を行うことができなく

なったとき。 

（２） 本事業の実施に要する追加費用又は損害が発生したとき。 

２ 前項の場合において、甲が本事業の継続のために必要と判断した場合、甲は、乙に対し必要な

対応を指示することができ、乙は、これに従わなければならない。 

３ 第１項の場合において、甲は、乙に対し、不可抗力による本事業への影響を調査するため、必

要な資料（不可抗力に起因して発生した追加費用及び損害額についての資料を含む。）の提出を

求めることができる。また、甲は、不可抗力により履行困難となった乙の本契約上の義務の履行

を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、甲及び乙は、当該不可抗力の

影響を早期に除去すべく、適切な対応手順に則り早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方

に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 

４ 甲及び乙は、不可抗力通知があった場合又は甲が自ら不可抗力が発生していると認識した場合、

当該不可抗力に対応して本事業を継続するために必要な要求水準書等に基づく権利義務の内容の

変更について協議する。ただし、当該不可抗力に起因して乙に発生する本事業の実施に要する追

加費用及び損害の負担については、次条の定めに従う。 

５ 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に要求水準書等に基づく権利義務

の内容の変更について合意が成立しないときは、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に対して通

知し、乙は、これに従い本事業の実施を継続するものとする。 

６ 事業開始日以降、不可抗力通知があった場合又は甲が自ら不可抗力が発生していると認識した

場合、甲及び乙は、協議の上、本件施設の復旧スケジュールや公共土木施設災害復旧事業費国庫

負担法（昭和26年法律第97号）等に基づく国庫負担の申請等、本事業の復旧に向けて、相互に協

力する。 

 （不可抗力による追加費用及び損害の負担） 

第６８条 不可抗力に起因して乙に発生する本事業の実施に要する追加費用及び損害については、

第５１条（災害・事故発生時の費用負担）、その他事業契約に別段の定めがある場合を除き、甲が

負担する。ただし、当該追加費用又は損害が乙の善良な管理者としての注意義務違反その他乙の

責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。 

２ 前項の定めにかかわらず、不可抗力によって本件施設又は本事業用地が毀損した場合、本件施

設又は本事業用地の修補その他の原状回復に必要な措置は、甲が自らの費用負担において行う。

この場合、乙は、甲の要請に応じてこれに最大限協力しなければならない。 

 （本件施設に起因する追加費用及び損害の負担） 

第６９条 乙が要求水準書等に従い合理的に業務を実施していたにもかかわらず、本件施設の老朽
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化、劣化、破損その他本件施設に起因して本事業の実施に支障が生じ、乙に追加費用又は損害が

発生した場合の負担については、要求水準書、募集要項 別紙４（リスク分担表）及び当該事由の

発生原因等を踏まえ、甲乙協議の上定める。 

２ 前項の場合において、当該追加費用又は損害が乙の善良な管理者としての注意義務違反その他

乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙の負担とする。 

 （損害賠償責任） 

第７０条 甲及び乙は、相手方が事業契約に定める義務に違反したことにより自らに損害が発生し

た場合には、相手方に対して損害賠償を請求することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、本事業期間中、甲が本件施設において自ら実施する業務に起因して、

甲の責めに帰すべき事由により本件施設を損傷した場合には、当該損傷の復旧は甲がその責任と

費用負担において行う。 

３ 乙以外に本件施設について甲の業務を甲から請け負い又は受託した者の責めに帰すべき事由は、

前項において甲の責めに帰すべき事由とみなす。 

 （第三者に及ぼした損害） 

第７１条 乙が本事業の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合には、直ちにその状況を甲に報

告する。 

２ 乙は、その責めに帰すべき事由により生じた前項に定める第三者の損害を、当該第三者に対し

て賠償しなければならない。 

３ 甲が、前項の規定により乙が賠償すべき損害を第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠

償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、直ちに支払わなけ

ればならない。 

４ 甲は、第１項の損害が甲の責めに帰すべき事由により生じた場合又は本件施設の存在そのもの

に起因して（ただし、改築工事部分の構造に起因するものを除く。）第三者に生じた場合は、

甲がその損害を賠償しなければならない。 

５ 本事業の実施に関し第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲及び乙が協力してその処

理解決にあたる。 

第１４章 契約の期間に伴う措置 

 （事業期間） 

第７２条 事業契約に基づく本事業の実施期間は、事業契約締結日から本事業期間の終了日までの

期間とする。 

 （乙事由による解除） 

第７３条 事業契約締結後本事業期間が終了するまでの間に、次の各号に掲げる事由が発生した場

合、甲は、乙に対して書面により通知した上で、事業契約を解除することができる。 

（１） 乙（乙が共同企業体の場合は乙を構成する各当事者）が破産、会社更生、民事再生又は

特別清算の手続について乙の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者（乙の取締役

を含む。）によってその申立てがなされたとき。 
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（２） 乙が事業契約に基づいて甲に提出した報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。 

（３） 別紙６（サービス対価の減額措置）に定める解除事由が発生したとき。 

（４） 構成員が基本協定書第9条（談合その他の不正行為による事業契約の不締結等）第１項各

号又は同第10条（暴力団排除にかかる事業契約の不締結等）第１項各号のいずれかに該当す

るとき。 

（５） 乙が、正当な理由なく、事業開始日から30日が経過しても本事業の履行を開始しないと

き又はその見込がないと明らかに認められるとき。 

（６） 乙について、本事業の実施に必要となる許認可等が終了し又は取り消され、かつ、相当

期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、本事業を継続的に実施することが

困難であると甲が合理的に認めたとき。 

（７） 本事業期間終了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由に

よって乙の債務について履行不能となったとき。 

（８） 乙が、第７４条（甲の任意による解除、甲事由による解除）第２項及び第７５条（法令改

正・不可抗力による解除）の規定によらないで事業契約の解除を申し出たとき。 

（９） 第７８条（事業終了時の引継ぎ等）第３項に該当するとき。 

（１０） 乙の株式について第５９条（乙の株主の異動等）に違反した状態が合理的期間内に解

消されなかったとき。 

（１１） 前各号に掲げる場合のほか、乙が事業契約に違反し（ただし、甲から30日以上の当該

不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内

に当該不履行が是正されない場合又は事業契約の履行が不能となった場合に限る。）、その

違反により事業契約の目的を達することができないと甲が認めたとき。 

２ 次の各号に掲げる者が事業契約を解除した場合は、前項第８号に該当する場合とみなす。 

（１） 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された

破産管財人 

（２） 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任さ

れた管財人 

（３） 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任さ

れた再生債務者等 

 （甲の任意による解除、甲事由による解除） 

第７４条 甲は、本件施設について、公益上やむを得ない必要が生じた場合には、６ヶ月以上前に

乙に対して通知することにより、事業契約を解除することができる。 

２ 甲の責めに帰すべき事由により、甲が事業契約上の甲の重大な義務に違反し、本事業の実施が

著しく困難になった場合において、乙から30日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期

間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されないとき又は事業

契約の履行が不能となったときは、乙は、解除事由を記載した書面を甲に送付することにより、

事業契約を解除することができる。 

 （法令改正・不可抗力による解除） 

第７５条 事業契約の締結後における法令改正又は不可抗力の発生により、本事業の継続が不可能

又は著しく困難となった場合には、甲は、乙と協議の上、事業契約を解除することができる。 
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 （解除に伴う履行済みの業務に関して） 

第７６条 解除事由の如何を問わず、事業契約が解除された場合において、甲は、当該解除時点に

おける履行済みの事業に対応したサービス対価の未払額について、解除後遅滞なく乙に支払う。 

２ 甲は、前項の支払をする場合、乙が自ら付保した保険に基づき保険金を受領する場合には、当

該保険金額を甲からの支払額から控除することができる。 

 （業務引継書の作成等） 

第７７条 乙は、本事業の終了又は解除に際し、本件施設の維持管理方法や留意事項等を記載した

引継書（以下「業務引継書」という。）を作成して甲に提出しなければならない。 

２ 前項に定める業務引継書の提出は、本事業期間終了による契約終了のときは、本事業期間の終

了日の６箇月までに行うものとし、契約解除に伴う契約終了のときは、甲及び乙が協議の上、提

出時期等について定める。 

３ 乙は、業務引継書の作成にあたり、要求水準書に規定する事項を業務引継書に反映させなけれ

ばならない。 

 （事業終了時の引継ぎ等） 

第７８条 乙は、本事業期間の終了日までに、要求水準書の規定に従い、乙の責任と費用により、

甲又は甲の指定する者に、本件施設の維持管理に関する業務の引継、研修・指導等（以下「終了

時の業務引継ぎ等」という。）を行う。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する乙による終了時の業務引継ぎ等を行わ

ないことができる。 

（１） 乙が、終了時の業務引継ぎ等の必要がない事由を書面で提出し、これを甲が認めたとき。 

（２） 甲が、終了時の業務引継ぎ等が必要ないと認めたとき。 

３ 乙が正当な理由なく第１項の規定に違反したときは、乙は、甲に対して違約金を支払わなけれ

ばならない。この違約金の額は、甲の指定する者が算出する終了時の業務引継ぎ等にかかる費用

とする。ただし、頭書記載のサービス対価総額の１事業年度相当額（消費税等を含み、頭書記載

のサービス対価総額の10分の１の額とする。）の10分の１（ただし、第８条（契約の保証）第５項

に基づく保証の額の変更があった場合は、変更後の金額）を上限とする。 

４ 第１項に定める乙による終了時の業務引継ぎ等の実施期間及び内容等については、要求水準書

に記載するほか、甲と乙の協議により定める。 

５ 理由の如何を問わず、事業契約が解除により終了した場合の業務引継ぎ等については、第１項

の「本事業期間の終了日」を「甲が定める期日」と読み替えて前各項を適用する。 

 （契約終了による乙所有資産の取扱い） 

第７９条 本事業期間の満了又は事業契約の解除による終了に際して、乙が保有する資産は、全て

乙の責任において処分しなければならない。 

 （違約金） 

第８０条 第７３条（乙事由による解除）の規定により事業契約が解除された場合には、乙は、頭

書記載のサービス対価総額の１事業年度相当額（消費税等を含み、頭書記載のサービス対価総額

の10分の１の額とする。）の10分の１（ただし、第８条（契約の保証）第５項に基づく保証の額の

変更があった場合は、変更後の金額）に相当する金額を違約金として甲の指定する期限までに支
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払わなければならない。 

２ 前項の場合において、乙は、当該解除に起因して甲が被った相当因果関係の範囲内にある損害

額（第７８条（事業終了時の引継ぎ等）に基づく引継ぎ先の選定及び当該引継ぎ先への引継ぎに

関して甲が負担する一切の費用を含む。）が違約金の額を上回るときは、その差額を、甲の請求

に基づき支払わなければならない。 

３ 第１項の場合（ただし、第７３条（乙事由による解除）第１項第４号及び第１号の場合を除

く。）において、第８条（契約の保証）の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の

提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当するこ

とができる。 

 （損失補償） 

第８１条 第７４条（甲の任意による解除、甲事由による解除）第１項の規定により事業契約が解除

された場合には、乙は、当該解除に起因して乙に生じた合理的な範囲の費用及び通常生ずべき損

失の補償を求めることができる。 

２ 第７６条（法令改正・不可抗力による解除）の規定により事業契約が解除された場合には、当

該解除に起因して甲又は乙に生じた損失又は損害については各自の負担とし、お互いに損害賠

償、損失補償又は費用の請求を行わない。ただし、当該解除までに生じた費用のうち第６５条

（法令改正による追加費用及び損害の負担）及び第６８条（不可抗力による追加費用及び損害の負

担）に基づき甲の負担となる費用並びに当該解除に起因して乙に生じた合理的な範囲の費用につ

いては甲の負担とする。 

 （事業終了後の解散及び債務引受） 

第８２条 乙は、本事業期間終了時点においてもなお乙が事業契約に基づく金銭債務を負担すると

甲が合理的に認める場合には、甲の事前の書面による承諾なくして、当該金銭債務の支払が完了

するまで、解散等を行ってはならない。 

２ 前項の定めにかかわらず、乙は、本事業期間終了後、乙が事業契約に基づき負担する債務は第

１２条（成果物の契約不適合責任）第３項及び第４項に基づく債務のみであると甲が合理的に認め

る場合には、60日前までに甲に対して通知の上、解散等を行うことができる。かかる場合、甲は、

代表企業に対して当該代表企業が当該支払債務を引き受けるよう求めることができる。 

第１５章 知的財産権 

 （著作権の帰属） 

第８３条 甲が、本事業の募集段階において又は事業契約に基づき、乙に対して提供した情報、書

類及び図面等（甲が著作権を有しないものを除く。）について、著作権、特許権、実用新案権、

意匠権、営業秘密の権利、商標権その他一切の知的財産権（以下本章において「知的財産権」と

いう。）が存する場合、その知的財産権は、甲に帰属する。 

 （成果物の利用） 

第８４条 甲は、成果物について、甲の裁量により無償で利用する権利及び権限を有し、その利用

の権利及び権限は、事業契約の終了後も存続する。 
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２ 甲の指定する者に対して本件施設について新たに事業の全部又は一部と同等の業務が委託され

る場合、前項の利用の権利及び権限は、事業契約終了後、甲の指定する者にも付与される。 

３ 成果物及び本件施設のうち著作権法第２条第１項第１号に規定する著作物に該当するものにかか

る著作権法第２章及び第３章に規定する著作者の権利（以下「著作者の権利」という。）の帰属

は、著作権法の定めるところによる。 

４ 乙は、甲（第２項における甲の指定する者を含む。）が成果物及び本件施設を次の各号に掲げ

るところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者（乙を除く。）

をして、著作権法第19条第１項又は第20条第１項に定める権利を行使し又はさせてはならない。 

（１） 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件施設の全部若しくは一

部の内容を自ら公表し若しくは広報に使用し又は甲が認めた公的機関をして公表させ若しく

は広報に利用させること。 

（２） 成果物を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡すること。 

（３） 必要な範囲で、甲又は甲が委託する第三者をして成果物について、複製、頒布、展示、

改変、翻案その他の修正をすること。 

（４） 本件施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。 

（５） 事業契約の終了後に、本件施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し又は

取り壊すこと。 

５ 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはなら

ない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合及び法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他

の公的機関（金融商品取引所、金融商品取引業協会を含む。）の命令により次に掲げる行為を

行う場合は、この限りではない。 

（１） 成果物及び本件施設の内容を公表すること。 

（２） 本件施設に乙の実名又は変名を表示すること。 

（３） 成果物を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡すること。 

 （著作権等の譲渡禁止） 

第８５条 乙は、自ら又は著作権者をして、成果物及び本件施設にかかる著作者の権利を第三者に

譲渡し若しくは継承し又は譲渡させ若しくは継承させてはならない。ただし、甲の事前の書面に

よる承諾を得た場合を除く。 

 （第三者の有する著作権の侵害防止） 

第８６条 乙は、成果物及び本件施設（乙が改築を行った部分に限る。以下この条において同じ。）

が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。 

２ 乙は、成果物又は本件施設のいずれかが第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該

第三者に対して損害の賠償を行い又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を

負担し又は必要な措置を講ずる。なお、この項の規定は事業契約の終了後も存続する。 

 （第三者の知的財産権等の侵害） 

第８７条 乙は、事業契約の履行にあたり、前条（第三者の有する著作権の侵害防止）のほか、

第三者の有する知的財産権を侵害しないこと並びに乙が甲に対して提供する成果物の利用が第三

者の有する知的財産権を侵害していないことを甲に対して保証する。 

２ 乙が事業契約の履行にあたり第三者の有する知的財産権を侵害し又は乙が甲に対して提供する
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いずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権を侵害する場合には、乙は、乙の責めに帰

すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して甲に直接又は間接に生じた全ての損

失、損害及び費用につき、甲に対して補償及び賠償し又は甲が指示する必要な措置を講ずる。た

だし、乙の当該侵害が、甲の特に指定する工事材料、施工方法又は保守管理方法等を使用したこ

とに起因する場合には、この限りではない。なお、この項の規定は事業契約の終了後も存続する。 

 （知的財産権の対象技術の使用） 

第８８条 乙は、特許権等の知的財産権の対象となっている技術等（以下この条において「知的財

産権対象技術」という。）を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければなら

ない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定した場合であって乙が当該知的財産権の存在を知ら

なかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担する。 

２ 乙は、自己が知的財産権を保有する知的財産権対象技術を本事業に導入した場合、甲及び甲が

指定する者に対し、事業契約終了後における当該技術が導入された本件施設の運営のための当該

技術の利用を、無償かつ無期限で許諾したものとみなす。 

３ 乙は、第三者（乙の株主を含むが、これに限られない。）が知的財産権を保有する知的財産権

対象技術を本事業に導入した場合であって、当該知的財産権対象技術のうち甲が指定したものに

ついては、当該第三者をして、甲及び甲が指定する者に対し、事業契約終了後における当該技術

が導入された本件施設の運営のための当該技術の利用を、無償かつ無期限で許諾させなければな

らない。ただし、事業契約終了日において乙が当該第三者に対して当該技術の利用にかかる対価

の支払義務を負っている場合で、当該対価の支払が当該技術の利用期間に応じて定期的に行われ

ていたものである場合には、有償（甲が合理的と認める範囲に限り、かつ、合理的な理由のない

限り乙が負担していた金額を上限とする。）かつ無期限で許諾させることで足りる。また、当該

第三者が乙の株主以外の第三者である場合には、乙は、当該第三者をして、当該技術の利用を無

償（ただし、甲が別途認める場合は有償。）かつ無期限で許諾させるよう最大限努力することで

足りる。 

第１６章 雑則 

 （情報管理） 

第８９条 乙は、本事業期間中及び事業契約の終了後においても、本事業の実施に付随関連して知

り得た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び伊丹

市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和６年12月23日条例第30号）に従わなければならな

い。 

 （秘密保持義務） 

第９０条 甲及び乙は、事業契約に関連して相手方から秘密情報として知り得た情報（個人情報を

含み、以下「秘密情報」という。）を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、第三者に開

示してはならず、事業契約の履行又は本事業の実施の目的以外には使用してはならない。ただし、

既に自ら保有していた情報、既に公知の事実であった情報、その取得後自らの責めによらずして

公知になった情報及びその取得後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられ

ることなしに取得した情報を除く。 
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２ 前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次に掲げる場合に限り、秘密情報を開示することがで

きる。 

（１） 当該情報を知る必要のある甲又は乙の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その

他の専門家に対して、甲及び乙と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する

場合 

（２） 当該情報を知る必要のある構成員、業務委託請負先若しくは本事業に関して乙に融資等

を行う金融機関等又はこれらの者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専

門家に対して、甲及び乙と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 

（３） 法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関（金融商品取引所、金融商品取

引業協会を含む。）の命令により開示を求められた情報を開示する場合 

３ この条の規定は、甲及び乙による事業契約の完全な履行又は事業契約の終了後においても、な

お効力を有する。 

 （金融機関等との協議） 

第９１条 甲は、必要と認めた場合には、本事業に関して乙に融資等を行う金融機関等との間で、

次の各号に掲げる事項その他本事業の継続的実施の確保に必要な事項について協定書を締結する。 

（１） 金融機関等が本事業のための融資に関して締結した契約（以下この条において「融資関

連契約」という。）に定める融資実行前提条件の不充足、期限の利益喪失事由の発生その他

協定書において合意する事項が発生した場合における金融機関等から甲への通知及び一定期

間の事前協議の実施 

（２） 事業契約における解除事由の発生、事業契約に基づく乙に対する損害賠償請求その他協

定書において合意する事項が発生した場合における甲から金融機関等への通知及び一定期間

の事前協議の実施 

（３） 融資関連契約に基づく乙に対する債権を担保するための、乙の議決権付株式、事業契約

上の乙の地位その他の担保目的物に対する担保権の設定、対抗要件具備及び実行に関する条

件 

 （遅延利息） 

第９２条 甲又は乙が、事業契約その他甲と乙の間で締結された契約等に基づく支払を遅延した場

合には、未払額につき履行すべき日（以下この条において「履行期日」という。）の翌日（同日

を含む。）から当該金銭債務の支払が完了した日（同日を含む。）までの期間の日数に応じ、履

行期日の翌日時点における支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を相手

方当事者に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年365日の日割計

算とする。 

２ 甲は、事業契約その他甲と乙の間で締結された契約に基づいて生じた乙に対する債権及び債務

を、法令の範囲内において対当額で相殺することができる。 

 （契約の変更） 

第９３条 事業契約は、甲及び乙の書面による合意がなければ、これを変更することができない。 

２ 甲及び乙は、令和●年●月末から令和●年●月末までに、当該時点までに実施した本事業の内容

を踏まえ、本事業における官民の最適な役割分担による本事業の最適化を目的として、それぞれ

翌事業年度以降の本事業期間における要求水準書等の変更の必要性及び変更に関する協議を行う。 
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３ 前項に基づく協議において、甲が本事業の最適化に資すると合理的に判断した場合には、甲及

び乙は、適用法令上可能な範囲において要求水準書等の変更にかかる合意書を締結する。 

 （準拠法・管轄裁判所） 

第９４条 事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。 

２ 事業契約に関連して発生した全ての紛争は、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とする。 

 （通知方法・計量単位・期間計算・休日調整等） 

第９５条 事業契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び解除は、原則として、相手方に対

する書面をもって行われなければならない。甲及び乙は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に

対して別途通知する。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定す

る請求等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った請求等を書面

に記載し、７日以内にこれを相手方に交付する。 

３ 甲及び乙は、事業契約その他の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録

する。 

４ 事業契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計算単位は、要求水準書等又は設計図書に別段の

定めがある場合を除き、計量法に定めるところによる。 

５ 事業契約の履行に関する期間の定めについては、要求水準書等又は設計図書に特別の定めがあ

る場合を除き、民法及び会社法の定めるところによる。 

６ 事業契約の履行に関して甲と乙の間で用いる時刻は日本標準時とする。 

７ 事業契約の履行に関して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とする。 

８ 事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

 （疑義に関する協議） 

第９６条 要求水準書等及び設計図書に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は

要求水準書等及び設計図書の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協

議してこれを解決する。 

 

 

以上 
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別紙１  

定義集 

 

(１) 「本事業」とは、伊丹市下水道ウォーターＰＰＰ事業をいう。 

(２) 「募集要項」とは、市が令和８年●月●日付で公表した伊丹市下水道ウォーターＰＰＰ事業 募集

要項（修正があった場合は、修正後の記述による。）をいう。 

(３) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付書類（「伊丹市下水道ウォーターＰＰＰ事業 基本協

定書（案）」、「伊丹市下水道ウォーターＰＰＰ事業 事業契約書（案）」及び要求水準書を除

く。なお、これらの書類につき修正があった場合は、修正後の記述による。）並びに質問回答書そ

の他これらに関して市が発出した書類をいう。 

(４) 「基本協定書」とは、市と代表企業及びその他の構成員との間で令和８年●月●日付で締結された

伊丹市下水道ウォーターＰＰＰ事業 基本協定書をいう。 

(５) 「モニタリング基本計画書」とは、募集要項の添付書類として公表された「伊丹市下水道ウォータ

ーＰＰＰ事業 モニタリング基本計画書」（その後の修正も含む）をいう。 

(６) 「モニタリング実施計画書」とは、モニタリング基本計画書に基づき市が作成するモニタリング実

施計画書をいう。 

(７) 「要求水準書」とは、募集要項の添付資料として公表された「伊丹市下水道ウォーターＰＰＰ事業 

要求水準書」（その後の修正を含む。）をいう。 

(８) 「要求水準」とは、乙による本事業の実施にあたり、市が要求水準書に基づき乙に履行を求める水

準をいい、提案書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、提案書による水準をいう。 

(９) 「要求水準の未達」とは、要求水準から逸脱し、その水準に達していないことをいう。 

(１０) 「提案書類」とは、乙が令和８年●月●日付で提出した審査に係る書類及び本事業の実施に係る

その他の書類一式（審査書類についての確認事項回答文書、その他書類一式に関して甲が乙に対し

て確認した事項に対する乙の回答（書面による回答（局に提出された書類を含む。）及び口頭によ

る回答を含む。）を含む。）をいう。 

(１１) 「業務準備期間」とは、事業契約締結日の翌日から令和９年3月31日までの期間をいう。 

(１２) 「本事業期間」とは、乙が本契約に基づき、本事業を実施する期間（令和９年４月１日から令和

19年３月31日まで）をいう。 

(１３) 「事業開始日」とは、第２２条（事業の開始条件）第１項各号の条件を全て充足した日の翌日又

は事業開始予定日（令和９年４月１日。ただし、事業契約の規定に基づき変更があった場合には変

更後の日）のいずれか遅い日をいう。 

(１４) 「事業年度」とは、本事業に関する各年度をいい、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する

期間をいう。 

(１５) 「代表企業」とは、応募グループにより応募した構成企業のうち、代表して応募手続を行う企業

である【代表企業名】をいう。 

(１６) 「構成員」とは、応募グループを構成する企業をいい、本契約締結時点では【代表企業名】、

【構成員名】及び【構成員名】をいう。 

(１７) 「優先交渉権者」とは、本事業を実施する民間事業者として選定された【代表企業名】コンソー

シアム（●株式会社を代表企業並びに●株式会社及び●株式会社を構成員とするコンソーシアム）

をいう。 

(１８) 「本件施設」とは、要求水準書「１ 総則 1.4 業務範囲 (2)対象施設」に示す下水道管路施設

（汚水）をいう。 

(１９) 「更新」とは、下水道管路施設又は設備の全部又は主要部分を取り替えることにより、その機能
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を回復又は向上させることをいう。 

(２０) 「改築」とは、下水道管路施設又は設備の全部又は一部について、機能の維持又は向上を目的と

して行う更新、長寿命化対策その他これらに類する行為をいう。 

(２１) 「修繕」とは、下水道管路施設又は設備の機能を維持し、又は回復するために行う補修、部品交

換その他の行為であって、改築に該当しないものをいう。 

(２２) 「統括管理業務」とは、本事業を構成する各業務全体を管理する業務を個別に又は総称してい

う。 

(２３) 「日常的維持管理業務」とは、管路施設清掃業務、住民対応業務、その他附帯する業務を個別に

又は総称していう。 

(２４) 「計画的維持管理業務」とは、管路施設修繕業務、管路施設点検業務（法定点検）、管路施設点

検業務、管路施設調査業務、その他附帯する業務を個別に又は総称していう。 

(２５) 「設計等に関する業務」とは、管路施設ストックマネジメント計画（第１回）（第２回）策定業

務、管路施設改築設計業務（第１回）（第２回）、その他附帯する業務を個別に又は総称してい

う。 

(２６) 「構成員外委託禁止業務」とは、統括管理業務を個別に又は総称していう。 

(２７) 「開庁日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す

る休日及び12月29日から翌年１月３日までを除く日をいう。 

(２８) 「業務委託請負先」とは、本事業にかかる各業務の全部又は一部を乙から直接受託し又は請け負

う代表企業、構成員その他第三者をいう。 

(２９) 「許認可等」とは、許可、認可、指定、その他の行政行為若しくは適用法令上必要な届出又は報

告をいう。 

(３０) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導

及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、その他の公的機関の定める全ての規

定、判断、措置等の規準をいう。 

(３１) 「関係法令」とは、要求水準書 別紙３（関係法令）に規定する関係法令をいう。 

(３２) 「国庫補助金等」とは、下水道法第34条に基づき国から甲に対し支給される社会資本整備総合交

付金（下水道事業）、防災・安全交付金（下水道事業）、下水道防災事業費補助、下水道事業費補

助等をいう。 

(３３) 「成果物」とは、修繕・改築計画、設計図書、完成図書及びその他乙が事業契約に基づき又は市

の請求により作成した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。 

以 上 
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別紙２  

事業日程 

 

業務 開始（予定）日 満了（予定）日 

業務準備期間 令和８年●月●日 令和９年３月３１日 

事業期間 令和９年４月１日 令和１９年３月３１日 

 第Ⅰ期事業期間（１年） 令和９年４月１日 令和１０年３月３１日 

 第Ⅱ期事業期間（５年） 令和１０年４月１日 令和１５年３月３１日 

 第Ⅲ期事業期間（４年） 令和１５年４月１日 令和１９年３月３１日 

 

 

 

 

以上 
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別紙３  

国庫補助対象業務 

 

本事業を構成する業務の内、国庫補助金等の対象となる業務は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

区分 精算対象業務
参考数量
（10年間
合計)

単位 備考

③計画的維持管理業務

　 管路施設点検業務 Ｃ-３ スクリーニング調査 式

事業期間内における新規ストックマ
ネジメント計画策定により令和10年
度以降に実施の可能性あり。実施の
場合の数量、費用等は策定時の変
更協議による。

　 小口径TVカメラ調査 146,710 m

　 小口径TVカメラ調査（夜間） 7,720 m

　 大口径TVカメラ調査 8,730 m

　 大口径TVカメラ調査（夜間） 400 m

洗浄工 154,430 m

モルタル等除去 50 箇所

木根除去 50 箇所

　 下水道汚泥処分 74 m3

交通誘導員A 60 人

交通誘導員B 1,600 人

交通誘導員A（夜間） 10 人

交通誘導員B（夜間） 60 人

④設計等に関する業務

ストックマネジメント計画策定 2 回(年)

修繕・改築計画の策定 20 km

管渠改築実施設計
（φ800mm以上）

500 m

既設管劣化度調査 20 箇所

交通誘導員B 30 人

管路施設調査業務 Ｃ-４

管路施設ストックマネジメ
ント計画策定業務

Ｄ-１ 令和９年度、令和14年度に実施

管路施設改築設計業務 Ｄ-２ 令和10年度、令和15年度に実施

業務
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別紙４  

乙が付す保険 

 

【「提案書様式３－２－３ ②リスク管理について」で事業者が提案する保険の内容に基づき記載

する。】 
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別紙５  

サービス対価の支払方法及び改定方法 

 

１ サービス対価の支払方法 

（１）サービス対価の構成 

甲は乙が行う本事業に係る各業務に対する対価をサービス対価として支払う。 

 

別紙５－表１ 本事業に係るサービス対価の構成 

業務内容 区分 
支払の対象となる 

費用 
備考 

①統括管理業務 
Ａ―１ 人件費等  

Ａ―２ 初期費用 ＳＰＣ設立費等 

②日常的維持管理業務    

 
管路施設清掃等業務 Ｂ－１ 人件費、資材費等  

住民対応業務 Ｂ－２ 人件費、資材費等  

③計画的維持管理業務    

 

 

管路施設修繕業務 Ｃ－１ 人件費、資材費等  

管路施設点検業務 

（法定点検） 
Ｃ－２ 人件費、資材費等 

 

管路施設点検業務 Ｃ－３ 人件費、資材費等  

管路施設調査業務 Ｃ－４ 人件費、資材費等  

④設計等に関する業務    

 

管路施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

計画策定業務 
Ｄ―１ 人件費等 

 

管路施設改築設計業務 Ｄ―２ 人件費等  
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（２）サービス対価の算定方法及び支払方法 

別紙５－表２ 本事業に係るサービス対価の算定方法及び支払方法 

業務内容 区分 支払期 備考 

①統括管理業務 
Ａ―１ 年払 ■年度終了後一括支払い（年度毎） 

Ａ―２ 年払 ■年度終了後一括支払い（年度毎） 

②日常的維持管理業務    

 

管路施設清掃等業務 Ｂ－１ 年払 
■年度終了後一括支払い（年度毎） 

■実際の実施数量に応じ精算する。 

住民対応業務 Ｂ－２ 年払 
■年度終了後一括支払い（年度毎） 

■実際の実施数量に応じ精算する。 

③計画的維持管理業務    

 

 

管路施設修繕業務 Ｃ－１ 完了時 
■業務完了を確認後一括支払い（年度毎） 

■実際の実施数量に応じ精算する。 

管路施設点検業務 

（法定点検） 
Ｃ－２ 完了時 

■業務完了を確認後一括支払い（年度毎） 

■実際の実施数量に応じ精算する。 

管路施設点検業務 Ｃ－３ 完了時 
■業務完了を確認後一括支払い（年度毎） 

■実際の実施数量に応じ精算する。 

管路施設調査業務 Ｃ－４ 完了時 
■業務完了を確認後一括支払い（年度毎） 

■実際の実施数量に応じ精算する。 

④設計等に関する業務    

 

管路施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計

画策定業務 
Ｄ―１ 完了時 

■業務完了を確認後一括支払い（設計毎） 

■実際の実施数量に応じ精算する。 

管路施設改築設計業務 Ｄ―２ 完了時 
■業務完了を確認後一括支払い（設計毎） 

■実際の実施数量に応じ精算する。 

 

３ サービス対価の精算方法 

サービス対価Ｂ－１、Ｂ－２、Ｃ－１、Ｃ－２、Ｃ－３、Ｃ－４、Ｄ－１、Ｄ－２の精算につい

ては、次のとおりとする。 

① 各サービス対価を構成する、別紙５－表３に示す各精算対象業務項目の乙の提案額と参考数量によ

り、単位あたりの単価を算出する。 

② 算出された単価に実際の業務量を乗じ、実業務量に基づく価格を算定する。 

③ 算定した実業務量に基づく価格と、各業務の乙の提案額の差額を精算額とする。 

④ 精算額は当該年度のサービス対価に反映させる。ただし、各年度の予算措置額を超える場合は当該

年度の翌年度のサービス対価に反映させる場合がある。
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別紙５－表３ 精算対象 

 

単位：円

区分 精算対象業務
事業費

（10年間合計）
参考数量

（10年間合計)
単位

1単位当たりの費用
(事業費／参考数量）

備考

②日常的維持管理業務
本管清掃 0 64,020 m 0
本管清掃（夜間） 0 6,840 m 0
緊急本管清掃 0 3,000 m 0
伏せ越し人孔清掃 0 1,280 箇所 0
モルタル等除去 0 270 箇所 0
木根除去 0 120 箇所 0
公共汚水桝及び取付管清掃 0 270 箇所 0
緊急公共汚水桝及び取付管清掃 0 170 箇所 0
採水・採泥作業 0 50 箇所 0
汚泥分析 0 10 回(年) 0 ※毎年度実施
本管TVカメラ調査 0 6,000 m 0
取付管TVカメラ調査 0 140 箇所 0
洗浄工 0 3,000 m 0
下水道汚泥処分 0 60 m3 0
交通誘導員A 0 40 人 0
交通誘導員B 0 900 人 0
交通誘導員B（夜間） 0 30 人 0

住民対応業務 Ｂ-２ 住民対応 0 2,400 件 0
③計画的維持管理業務

内面補修工 0 50 箇所 0
取付管一体型内面補修工 0 20 箇所 0
本管TVカメラ調査 0 2,000 m 0
洗浄工 0 2,000 m 0
交通誘導員B 0 60 人 0

管路施設点検業務（法定点検） Ｃ-２ マンホール目視調査 0 242 箇所 0 ※令和12年度、令和17年度に実施

　 管路施設点検業務 Ｃ-３ スクリーニング調査 式
※事業期間内における新規計画策定により令和10年度以降に
実施の可能性あり。数量、費用等は策定時の変更協議による。

　 小口径TVカメラ調査 0 146,710 m 0
　 小口径TVカメラ調査（夜間） 0 7,720 m 0
　 大口径TVカメラ調査 0 8,730 m 0
　 大口径TVカメラ調査（夜間） 0 400 m 0

洗浄工 0 154,430 m 0
モルタル等除去 0 50 箇所 0
木根除去 0 50 箇所 0

　 下水道汚泥処分 0 74 m3 0
交通誘導員A 0 60 人 0
交通誘導員B 0 1,600 人 0
交通誘導員A（夜間） 0 10 人 0
交通誘導員B（夜間） 0 60 人 0

④設計等に関する業務
ストックマネジメント計画策定 0 2 回(年) 0
修繕・改築計画の策定 0 20 km 0
管渠改築実施設計（φ800mm以上） 0 500 m 0
既設管劣化度調査 0 20 箇所 0
交通誘導員B 0 30 人 0

管路施設改築設計業務 Ｄ-２ ※令和10年度、令和15年度に実施

業務

管路施設清掃等業務 Ｂ-１

管路施設修繕業務 Ｃ-１

管路施設調査業務 Ｃ-４

管路施設ストックマネジメント計画策定業務 Ｄ-１ ※令和９年度、令和14年度に実施
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２ 物価変動等による改定 

（１）物価変動等の指標 

別紙５－表４ 物価変動等の指標 

業務内容 区分 改定で使用する指標 

①統括管理業務 
Ａ―１ 

設計業務委託等 

技術者単価 
設計業務(７職階)平均 

Ａ―２ 改定しない 

②日常的維持管理業務    

 

管路施設清掃等業務 Ｂ－１ 
建設工事費 

デフレーター 

公共工事 

＞土木１（災害復旧除く） 

＞下水道 

住民対応業務 Ｂ－２ 
公共工事設計 

労務単価 
全職種平均 

③計画的維持管理業務    

 

 

管路施設修繕業務 Ｃ－１ 
建設工事費 

デフレーター 

公共工事 

＞土木１（災害復旧除く） 

＞下水道 

管路施設点検業務 

（法定点検） 
Ｃ－２ 

建設工事費 

デフレーター 

公共工事 

＞土木１（災害復旧除く） 

＞下水道 

管路施設点検業務 Ｃ－３ 
建設工事費 

デフレーター 

公共工事 

＞土木１（災害復旧除く） 

＞下水道 

管路施設調査業務 Ｃ－４ 
建設工事費 

デフレーター 

公共工事 

＞土木１（災害復旧除く） 

＞下水道 

④設計等に関する業務    

 

管路施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

計画策定業務 
Ｄ―１ 

設計業務委託等 

技術者単価 
設計業務(７職階)平均 

管路施設改築設計業務 Ｄ―２ 
設計業務委託等 

技術者単価 
設計業務(７職階)平均 

 
（２）改定の条件 

対価の支払額については、改定のための確認を年１回行うものとする。 

初回の改定は、募集要項公表月（令和８年６月末時点）に公表されている最新の指標を基準とし、

令和９年６月末に公表されている最新の指標を比較し、±1.5％を超過する増減があった場合に対価

の支払額を改定する。 

初回の改定以降は、毎年６月末時点で公表されている最新の指標（毎月公表される指標は直近 12

カ月の平均値とする）に基づき、８月末までに確認を行い、±1.5％を超過する増減があった場合に

対価の支払額を改定する。 

乙はサービス対価の改定の有無に関わらず、毎年７月末までに、サービス対価の改定で使用する

指標の変動について甲へ書面により報告すること。 

改定により当該年度のサービス対価の増減が発生した場合は、当該増減を当該年度の翌年度のサ

ービス対価で調整する。なお、最終年度については当該年度で増減の調整を行う。 
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（３）改定の計算式 

① 算定式 

サービス対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。 

なお、当該改定割合に小数点以下第４位未満に端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの

とする。 

 

Ｙ ＝ Ｘ × α 

ここで、Ｙ：改定後の当該費用（税抜） 

Ｘ：前回改定後の当該費用（税抜、第1回目の改定が行われるまでは事業契約に示さ

れた当該費用） 

α：改定率 

 
② 消費税及び地方消費税の改正による改定 

事業期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、甲の乙への支払にかかる消費税及び

地方消費税については、甲が改定内容にあわせて負担する。 

 

（４）その他例外的な改定について 

固定費、変動費を構成する費目のうち、(1)から(3)による改定方法が適当でないと甲が認めた

費目については、甲と乙が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。 

 

  

改定時の指数 

前回改定時の指数 
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別紙６  

サービス対価の減額措置 
 

１ 要求水準の未達成等の認定レベル 

甲によるモニタリングの結果、乙が実施した業務について要求水準未達等が確認できる場合には、

甲が策定するモニタリング基本計画書等に基づき、下表に示す措置の対象となるレベルに応じ、甲

は乙に対して、【①注意】、【②指導】、【③勧告】、【④警告】及び【⑤命令】の措置を図１のとおり行

うことができる。 

 
別紙６－表１ 要求水準未達等の認定レベルと事象 

認定レベル 事 象 

レベル１  業務上の軽微な不備 

（例）・書類、備品の整理整頓不足 

レベル２  要求水準未達がある場合、影響が甲と乙の間又は対象施設内に留まるもの 

（例）・書類等の欠損 

・合理的理由のない業務遅延の発生 

・苦情の頻発 

・必要な調査等の未実施 

・過失による事故の発生（影響が対象施設内に留まるもの） 

 レベル１の【②指導】を受けたにも拘わらず改善期限までに改善されない場合 

※ 改善期限は協議により定める。 

レベル３  要求水準未達で故意又は過失による甲への信用失墜行為（契約解除に該当するもの

を除く）、不法行為、その他影響が第三者又は対象施設外に及ぶもの 

（例）・苦情の放置 

・法定点検の未実施 

・過失による事故の発生（影響が対象施設外に及ぶもの） 

 レベル２の【③勧告】を受けたにも拘わらず是正期限までに是正されない場合 

※ 是正期限は協議により定める。 
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別紙６－図１ 要求水準等の未達成に係る措置 

 

２ サービス対価の減額方法 

（１）サービス対価減額の額の算定式 

実施した業務について、【③勧告】に該当する要求水準の未達成等があった場合は、当該業務に

かかるサービス対価（Ａ－1、Ｂ－１、Ｂ－２、Ｃ－１，Ｃ－２、Ｃ－３、Ｃ－４、Ｄ－１、Ｄ－

２）を減額する。減額の額の算定式は次のとおりとする。 

 

要求水準未達成等の生じた各

年度のサービス対価の額 
× 5.0％ × 

【③勧告】の発出日から甲が是正を 

確認した日までの日数（両端計算） 

365日 
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（２）減額方法 

甲は、上記により算定された減額の額を、当該年度の当該サービス対価支払額から減額し、サ

ービス対価を支払う。 

なお、当該年度の終了日までに甲が是正を確認できない場合は、上記（１）に示す算定式の

「【③勧告】の発出日から甲が是正を確認した日までの日数（両端計算）」を「【③勧告】の発出日

から当該年度の終了日（両端計算）」と読み替えて算定された額を当該サービス対価から減額する。

この場合、当該年度の翌年度のサービス対価の減額については、上記（１）に示す算定式の「【③

勧告】の発出日から甲が是正を確認した日までの日数（両端計算）」を「当該年度の開始日から甲

が是正を確認した日までの日数（両端計算）」と読み替えて算定する。 

複数の【③勧告】が発出された場合は、それぞれの【③勧告】についてサービス対価の減額を

行う。 
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別紙７  

プロフィットシェア 

 

１ 乙の業務改善等の提案 

乙は、本事業期間中、本事業について、第５６条（プロフィットシェア）に基づき、業務改善提

案を提案することができる。本業務において、要求水準書の変更を伴わず、かつ本業務にかかるサ

ービス対価の額の低減を伴うものを、本別紙の対象とする。 

 

２ 業務改善等の実施 

甲は、乙の業務改善等の提案により必要と認める場合は、乙に対して当該業務の検討（要求水準

書の変更の要否を含む。）を指示することができる。この場合、乙は、当該指示の受理後遅滞なく、

当該業務の導入が本事業の実施に与える影響を検討し、検討結果を甲に報告する。 

甲は、当該検討結果の受理後遅滞なく、当該業務（これに伴う要求水準書の変更を含む。）を行う

か否かを乙に通知する。 

当該業務を実施する旨の通知がなされた場合、当該通知以降、乙は、要求水準書に従って事業実

施計画の作成等を行い、当該業務により要求水準書が変更される場合には、別途甲と乙が合意した

日から適用されるものとする。 

 

３ 業務改善等に伴うサービス対価の減額 

甲は、要求水準書を変更することなく当該業務が行われた場合、当該業務の実施のために乙が負

担する費用の減少に応じて、対応するサービス対価を減額する。甲は、サービス対価の減額につい

て、当該業務の実施のために乙が負担する費用が低減すると見込まれる額の少なくとも１０分の５

に相当する額を減額しない。乙が負担する費用が低減すると見込まれる額は、甲及び乙が協議して

定める。 

 


